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改良計画の作成
＜道路管理者・鉄道事業者＞

課題のある踏切

改良後の評価
＜道路管理者・鉄道事業者＞

改良の実施
＜道路管理者・鉄道事業者＞

改良の方法の決定
＜道路管理者・鉄道事業者＞ 地
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国による補助制度の活用

○開かずの踏切（３号）

踏 切 道 指 定 基 準

○自動車ボトルネック踏切（１号）

○歩道狭隘踏切（４号・５号）

○事故多発踏切（８号）

○通学路要対策踏切（９号）

○遮断機が未設置（６号）

○地域課題踏切（１２号）

○歩行者ボトルネック踏切（２号）

○高齢者等対策踏切（１０号）
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○支障報知装置が未設置（７号）

○移動等円滑化要対策踏切（１１号）

法指定踏切道の流れ
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改正部分が赤字

指 定
＜国土交通大臣＞

【指定の申出】都道府県→都道府県＋市町村

（短期間に改良が完了する場合は作成不要）

踏切道改良促進法に基づく踏切対策について

※今回該当部分

※



指定年月日 号

1 兵庫県 新下野田 姫路市 姫路市 市道 幹第6号線 山陽電気鉄道(株) 本線 踏切道内誘導表示 R4.12.16 12

2 兵庫県 滑本 神戸市 神戸市 市道 鈴蘭台88号線 神戸電鉄(株) 有馬線 踏切道内誘導表示 R6.1.18 12

（踏切道改良促進法施行規則）鉄道 事業者名 鉄道 路線名 対策内容
該当する指定に係る基準第二条

道路名No. 都道府県 踏切道名 所在地 道路管理者名

令和７年度 改良後の評価結果について

█評価書提出 踏切道一覧



新下野田踏切道（兵庫県姫路市）
し ん し も の だ

鉄道事業者名  山陽電気鉄道
鉄道路線名       本線
道路管理者名 姫路市
道路名 (市道)幹第６線
法指定時期 Ｒ４年１２月１６日
設置時期 Ｒ６年９月

ひ め じひ ょ う ご

（西側：対策状況）
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滑本踏切道（兵庫県神戸市）

滑本踏切道

至 有馬温泉駅
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至 湊川駅

な め ら も と

鉄道事業者名  神戸電鉄
鉄道路線名       有馬線
道路管理者名 神戸市
道路名 (市道)鈴蘭台８８号線
法指定時期 Ｒ６年１月１８日
設置時期 Ｒ７年３月

こ う べひ ょ う ご

（西側：対策状況）

（東側：対策状況）
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